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動
車
型
式
指
定
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
に
提
示
す
る
自
動
車
に
係
る
走
行
の
要
件
並
び
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
及
 
 
 

び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
三
十
一
号
）
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（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
）
 
 

第
二
条
（
略
）
 
 
 

（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
）
 
 

第
三
条
 
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
は
、
前
条
に
掲
げ
 
 
 

る
自
動
車
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
指
定
の
申
請
に
係
る
自
動
車
 
（
以
下
「
申
請
自
動
車
」
 
と
い
う
。
）
 
に
つ
い
て
、
第
一
条
に
掲
 
 

げ
る
走
行
 
（
同
条
の
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
走
行
条
件
A
で
走
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）
 
に
 
 
 

よ
り
自
動
車
の
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
（
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
 
 

六
十
六
号
）
 
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
を
い
う
。
）
 
に
生
じ
る
 
 

機
能
の
劣
化
と
同
等
以
上
の
劣
化
を
申
請
自
動
車
の
当
該
装
置
に
生
じ
さ
せ
る
走
行
を
行
っ
た
こ
 
 

と
を
証
す
る
書
面
 
 
 

二
 
前
号
の
走
行
を
行
っ
た
申
請
自
動
車
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
 
 

す
る
書
面
 
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
 
 

附
 
則
 
 

（
施
行
期
日
）
 
 
 

め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
 
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
）
 
に
よ
り
、
 
 

次
の
各
号
の
基
準
に
代
え
て
当
該
自
動
車
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
基
準
が
あ
る
場
合
は
、
当
 
 

該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
 
 

イ
 
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
 
 
 

安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
 
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
 
第
四
十
一
 
 
 

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
 
（
た
だ
し
、
二
輪
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
十
七
号
）
 
の
 
 
 

基
準
 
 

口
 
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
 
 
 

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
基
準
 
 

（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
）
 
 

第
二
粂
 
（
略
）
 
 
 

（
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
）
 
 

第
三
条
 
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
三
条
第
四
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
は
、
前
条
第
二
号
 
 
 

に
掲
げ
る
走
行
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
指
定
の
申
請
に
係
る
自
動
車
 
（
以
下
 
「
申
請
自
動
車
」
 
と
い
う
。
）
 
に
つ
い
て
、
第
一
条
に
掲
 
 

げ
る
走
行
（
同
条
の
表
備
考
第
一
号
に
規
定
す
る
走
行
条
件
A
で
走
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）
 
に
 
 
 

ょ
り
自
働
車
の
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
（
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
 
 

六
十
六
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
一
酸
化
炭
素
等
発
散
防
止
装
置
を
い
う
。
）
 
に
生
じ
る
 
 

機
能
の
劣
化
と
同
等
以
上
の
劣
化
を
申
請
自
動
車
の
当
該
装
置
に
生
じ
さ
せ
る
走
行
を
行
っ
た
こ
 
 

と
を
証
す
る
書
面
 
 
 

二
 
前
号
の
走
行
を
行
っ
た
申
請
自
動
車
が
、
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
 
 
 

す
る
書
面
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
 
 

め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
 
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
九
号
）
 
に
よ
り
、
 
 

次
の
各
号
の
基
準
に
代
え
て
当
該
自
動
車
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
基
準
が
あ
る
場
合
は
、
当
 
 

該
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）
 
 

イ
 
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
 
 
 

安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
 
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
）
 
第
四
十
一
 
 
 

条
第
一
項
第
一
号
又
は
夢
二
号
（
た
だ
し
、
二
輪
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
同
項
笥
割
判
）
 
の
 
 
 

基
準
 
 

口
 
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
 
 
 

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
の
基
準
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第
一
条
 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

（
経
過
措
置
）
 
 

第
二
条
 
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
 
 
 

両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
 
 
 

示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
 
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
一
号
）
 
に
よ
る
改
正
後
の
 
 
 

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
 
 
 

を
定
め
る
告
示
 
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
八
号
）
 
（
以
下
「
適
用
関
係
告
示
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
第
二
十
八
条
第
一
項
の
表
第
九
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
 
 
 

後
の
自
動
車
型
式
指
定
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
独
立
行
政
法
人
交
通
安
全
環
境
研
究
所
 
 
 

に
提
示
す
る
自
動
車
に
係
る
走
行
の
要
件
並
び
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
自
動
車
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
 
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
三
十
一
号
）
 
 
 

（
以
下
 
「
長
距
離
走
行
告
示
」
 
と
い
う
。
）
 
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
 
 
 

る
。
 
 

第
三
条
 
軽
油
を
燃
料
と
す
る
大
型
特
殊
自
動
車
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
 
 
 

び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
 
 
 

示
 
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
一
号
）
 
に
よ
る
改
正
後
の
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
 
 
 

粂
第
九
十
項
、
第
九
十
二
項
、
第
九
十
四
項
、
第
九
十
六
項
及
び
第
九
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
 
 
 

け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
長
距
離
走
行
告
示
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
 
 
 

の
例
に
よ
る
。
 
 
 


